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新型コロナウイルス感染防止における対応について 

 

初夏の候、日頃より本校の教育活動にご理解ご協力いただき感謝申しあげます。 

さて、緊急事態宣言が解除されたことに伴い、６月１日（月）より、学校再開となりました。新型コロナウイル

スについては、いまだ不明な点が多いことから、学校においても、「3 つの密」を徹底的に避ける、「マスクの着

用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」を導入し、感染及

びその拡大リスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を再開し、子供たちの健やかな学びを保障できるよう

にしていきたいと考えています。 

つきましては、基本的な感染対策に向け、次の点につきましてご家庭のご協力をお願いします。 

 

①マスクについて 

   【マスクの着用】 

     コロナウイルス感染防止のために、マスクを着用して登校してください。 

 

   【マスクを入れる袋】 

     体育や休み時間等、体を動かす活動の時は、熱中症や十分な呼吸ができなくなるリスクを避けるため、 

    マスクの着用は必要ないとされています。（感染防止のため、十分な間隔をあける等３密を回避するため 

    の対策を行います）そこで、一時的に取り外したマスクを清潔に管理できるよう、マスクを入れる袋（給 

    食袋のような袋）をご準備ください。袋については、毎日清潔なものが使用できるよう、洗濯ができる布 

    製のものをご用意いただきたいと思います。  

 

    【記名】 

      マスクとマスクを入れる袋には、学年・組・名前を忘れずにお願いいたします。 

      （マスクへの記名は裏面でも結構です） 

 

    【マスクの配付】 

      コロナウイルス感染防止対策で国から支給されたマスクを１人１枚配布しますので、ご活用ください。 

 

 

②水筒について 

   飲料水を持参するにあたり、次のことをご配慮ください。（これまでと変更はありません） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・割れない容器を使用してください。 

・衛生管理のため、容器は毎日必ず持ち帰り洗浄をしてください。 

・飲み物は、水・お茶類・スポーツドリンク（糖分を控えるために 2 倍以上に 

 薄めたもの）にしてください。 

・水筒等には、学年・組・名前が分かるようにしてください。 

・自分が持参したものを飲みます。 

裏もご覧ください 

１の１ うみの たろう 

１の１ うみの たろう 



③健康観察票について 

   登校後、昇降口にて健康観察票を確認してから校内へ入るようにします。 

   健康観察票は、ランドセルの取り出しやすいところへ入れて登校してください。 

   なお、健康観察票を忘れてしまった時（記入忘れも含め）は、学校にて、検温と健康状態の確認を行い、  

  記録用紙を家庭に持ち帰りますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④集金について 

   今年度の集金については、学校職員で対応します。 

   ６月３日（水）の PTA 会費の集金は、延期になります。各集金日については、学校から配付される月予 

   定をご確認ください。 

 

④6 月８日（月）～6 月 12 日（金）の予定 

 

 

 

 

 

 

 

  ※各学年の学習内容や持ち物については、各学級から出される時間割をご確認ください。 

    2・4・6 年→6 月 4 日（木）、1・３・５年→6 月５日（金）に配付されます） 

 

 

 

 

 

担  当    教 頭 

連絡先    68-０２６１ 

日 登校学年 下校時刻 給食 備　考

　　　6月 ８日（月） １年　２年　３年　５年 1１：５５頃 × 視力聴力５年

　　　　　　　９日（火） ２年　４年　６年 1１：５５頃 × 視力聴力２・6年

　　　　　 １０日（水） １年　３年　４年　５年 1１：５５頃 × 視力聴力３年

　　　　　　１１日（木） ２年　４年　６年 1１：５５頃 × 視力聴力４年

　　　　　　１２日（金） １年　３年　５年　６年 1１：５５頃 × 視力聴力１年


